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公共事業労務費調査（令和４年10月調査）の実施報告について 

 

 

標記調査の実施につきましては、「公共事業労務費調査（令和４年10月調査）の実施に

ついて」（令和４年６月３０日付け国不建キ第１１号）をもって、ご協力お願い申し上げ

たところですが、この度、同調査に基づき、公共事業労務費調査連絡協議会として、令和

５年３月から適用する公共工事設計労務単価を決定しましたので、別添のとおりお知らせ

します。 

なお、公共工事設計労務単価につきましては、これまでも「下請契約及び下請代金支払

の適正化並びに施工管理の徹底等について」（令和４年12月１日付け国不建推第５３号・

国不専建第４４号）、「下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料とし

て取り扱う場合の留意事項について」（令和４年12月１日付け国不建キ第３４号）等をも

って、労働者に支払われない会社負担の諸経費分は含まれていないことなど、公共工事設

計労務単価の意味を十分に理解し、適正な取扱いが図られるようお願いしているところで

ありますが、重ねて下記の事項について、貴団体会員企業に対する周知徹底をお願いしま

す。 

また、本調査は、調査対象工事の元請企業及び下請企業から提出された調査票について

提出資料に基づく審査を行っておりますが、審査の段階で調査対象者のうち約２割に相当

する標本が、「就業規則等の提出がない」、「所定労働時間が法定労働時間（週40時間）

以内であることの確認ができない」等の雇用管理の不徹底等により棄却されている状況で

あることから、当課HPに令和４年度の公共事業労務費調査の説明資料を掲載し、調査標記

入時に注意するポイントを明記し、周知を図ったところです。 

つきましては、本調査の目的である建設労働者の賃金支払い実態の正確な把握とともに、

雇用改善の推進を図る観点からも、下請企業を含めた建設労働者の雇用管理の徹底につい

て、貴団体会員企業に対する周知徹底をお願いします。 

 



 
 

 

 

記 

 

 

 

公共工事設計労務単価は、建設労働者の所定労働時間内８時間当たりの単価として設定

したものであり、所定労働時間外の労働に対する割増賃金や下請企業の現場管理費（法定

福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等）、一般管理費等の諸経費は含まれ

ていないこと。 

したがって、下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱

う場合には、例えば、「交通誘導業務の契約では、交通誘導警備員の賃金等に加えて警備

会社に必要な現場管理費（法定福利費等）及び一般管理費等の諸経費を適正に考慮する。」

「週休二日対象工事においては、週休二日を取得するのに要する労務費、機械経費、共通

仮設費率、現場管理費率の割増を適切に考慮する。」等、上述の公共工事設計労務単価の

意味を十分に理解の上、適切な取扱いが必要であること。 

 

 


